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(57)【要約】
　超音波撮像装置の開口合成において、各受信整相点に
おける整相信号の増幅率の空間的な変化量を低減し、高
品質の画像を得る。
　整相範囲に応じた送信間重みを生成し、開口合成処理
を行う受信ビームフォーマにおいて、送受信で得た整相
範囲内の受信整相点に生成した送信間重みを適用し、送
信間合成を行う。送信間重みは、送信間合成後の各受信
整相点について、隣接する受信整相点間の増幅率の変化
態様を滑らかにし、増幅率差が低減するよう生成される
。



(2) JP WO2016/129376 A1 2016.8.18

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の方向に沿って複数の超音波素子を配列した探触子と、
　前記複数の超音波素子の少なくとも一部から検査対象へ超音波を送信させ、前記超音波
素子からそれぞれ送信される超音波に対して遅延時間を与えることにより、前記超音波を
所定の深度で集束させる送信ビームフォーマと、
　前記検査対象からの超音波を受信した複数の前記超音波素子が出力する受信信号をそれ
ぞれ遅延させた後、加算することにより、予め定めた整相範囲の複数の受信整相点につい
てそれぞれ整相信号を得る遅延加算部と、複数回の送受信によって得られた、前記受信整
相点ごとの複数の前記整相信号にそれぞれ送信間重みを適用した後合成することにより、
送信間合成を行う送信間合成部と、を有する受信ビームフォーマと、
　前記整相範囲に応じて、前記送信間重みを調整する送信間重み調整部と、
　複数の前記受信整相点についての前記送信間合成後の前記整相信号から超音波画像を生
成する画像処理部と、を備えることを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項２】
　請求項１記載の超音波撮像装置であって、
　前記送信間重み調整部は、前記送信間合成後の各受信整相点について、隣接する受信整
相点間の増幅率差が低減するよう前記送信間重みを調整すること
　を特徴とする超音波撮像装置。
【請求項３】
　請求項１記載の超音波撮像装置であって、
　前記送信間重み調整部は、
　送受信毎の前記整相範囲の形状を計算する整相範囲形状計算部と、
　前記整相範囲内での調整後の前記送信間重みの値の変化態様を特定する重み調整パラメ
ータを決定する増幅率修正パラメータ決定部と、
　前記整相範囲と前記重み調整パラメータとに従って、調整後の前記送信間重みを決定す
る増幅率修正重み決定部と、を備えること
　を特徴とする超音波撮像装置。
【請求項４】
　請求項３記載の超音波撮像装置であって、
　前記重み調整パラメータは、予め定めた関数の傾斜強度であること
　を特徴とする超音波撮像装置。
【請求項５】
　請求項３記載の超音波撮像装置であって、
　前記重み調整パラメータは、前記送信間重みの最小値および最大値であること
　を特徴とする超音波撮像装置。
【請求項６】
　請求項３記載の超音波撮像装置であって、
　前記送信間重み調整部は、撮像条件に対応づけて前記重み調整パラメータを保持するル
ックアップテーブルをさらに備え、
　前記増幅率修正パラメータ決定部は、前記ルックアップテーブルから前記重み調整パラ
メータを取得すること
　を特徴とする超音波撮像装置。
【請求項７】
　請求項３記載の超音波撮像装置であって、
　前記送信間重み調整部は、前記増幅率修正重み決定部が決定した送信間重みの適否を検
証する検証部をさらに備え、
　前記検証部が不適切と決定した場合、前記増幅率修正パラメータ決定部は、予め定めた
変化量だけ前記重み調整パラメータの値を変化させること
　を特徴とする超音波撮像装置。
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【請求項８】
　請求項３記載の超音波撮像装置であって、
　ユーザによる重み調整パラメータの調整を受け付ける受付部をさらに備え、
　前記増幅率修正パラメータ決定部は、前記受け付けた調整に従って前記重み調整パラメ
ータを調整すること
　を特徴とする超音波撮像装置。
【請求項９】
　請求項１記載の超音波撮像装置であって、
　前記送信間重みは、送信方向に直交する方向に関し、前記整相範囲中央の受信整相点の
値が最大で、当該中央から遠ざかるに従って、値が減少するよう調整されること
　を特徴とする超音波撮像装置。
【請求項１０】
　請求項８記載の超音波撮像装置であって、
　前記受付部は、前記増幅率修正パラメータ決定部が決定した前記重み調整パラメータに
基づいて作成した超音波画像を表示する画像表示領域と、重み調整パラメータの調整を受
け付けるパラメータ受付領域とを備えるパラメータ受付画面を表示し、当該パラメータ受
付画面を介して前記重み調整パラメータの調整を受け付けること
　を特徴とする超音波撮像装置。
【請求項１１】
　請求項７記載の超音波撮像装置であって、
　前記検証部は、送受信毎の前記送信間重みを送信間合成した結果において、隣接する前
記受信整相点間の重み値の比率の最大値が、予め定めた閾値より大きい場合、不適切と決
定すること
　を特徴とする超音波撮像装置。
【請求項１２】
　請求項１記載の超音波撮像装置であって、
　前記整相範囲は、送信毎に、送信音場に則して定義されること
　を特徴とする超音波撮像装置。
【請求項１３】
　予め定めた整相範囲の形状を計算し、
　前記形状に応じて、開口合成時に各受信整相点の整相信号に乗算する重み係数の集合で
ある送信間重みを調整すること、
　を特徴とする超音波撮像装置における送信間重み調整方法。
【請求項１４】
　請求項１３記載の方法で調整した送信間重みを、各送受信で得た前記受信整相点の整相
信号それぞれに適用し、送信間合成を行い、
　前記送信間合成後の整相信号から画像を生成すること
　を特徴とする超音波撮像方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を用いて被検体内の画像を撮像する超音波撮像技術に関する。特に、
複数回の送信で得た整相信号を合成し、合成結果から画像を生成する開口合成技術に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　超音波やＭＲＩ、Ｘ線ＣＴに代表される医療用の画像表示装置は、目視できない生体内
の情報を数値または画像の形態で提示する装置として広く利用されている。中でも超音波
を利用した画像表示装置である超音波撮像装置は、他の装置と比較して高い時間分解能を
備え、例えば、拍動下の心臓を滲みなく画像化できる。
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【０００３】
　超音波撮像装置では、超音波を検査対象内に送信し、検査対象内での伝搬過程で生じた
反射波を受信し、その受信信号を用いて検査対象内を画像化する。超音波撮像装置では、
超音波の送受信は、複数個の超音波素子を用いて行われる。送受信の開口径が有限である
ため、使用する素子群の端において超音波の回折の影響を受け、方位角方向の分解能を向
上させることが難しい。近年では、方位角方向の分解能向上のために、チャンネルドメイ
ン整相技術の検討が行われており、適応ビームフォーマや、開口合成などの新しい整相方
式が報告されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　開口合成は、複数回の送受信で得た、同一点（受信整相点）の信号（整相信号）を加算
（送信間合成）し、撮像範囲の各点の信号を得る手法である。開口合成は、受信整相点に
対して異なる方向から超音波探触子が送受信して得た整相信号を合成することができるた
め、点像の高解像度化、検査対象内の媒質の不均質に対する頑健性などが期待される。さ
らには、合成処理により処理利得が向上するため、超音波の送信回数を通常よりも間引く
ことができ、高速撮像にも応用できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許６６８５６４５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　開口合成では、同一受信整相点の、異なる送信時刻における送受信により得た、１フレ
ーム分の整相信号を加算する。各送受信により、送信音波に則して定義される整相範囲内
の受信整相点の整相信号を得るが、整相範囲の撮像視野内での位置は、時刻により変化す
る。従って、整相範囲の定義によっては、撮像範囲内の受信整相点毎に、加算される回数
が異なる。各整相信号は、加算回数に比例して増幅されるので、これにより増幅率が異な
る。すなわち、画像内で増幅率が不均一になることがある。
【０００７】
　この増幅率の空間的な変化量が大きく、特に隣接する受信整相点間の増幅率差が大きい
と、偽像や実際とは異なる輝度分布の発生などが生じ、これらにより画質劣化が起こる可
能性がある。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、開口合成において、各受信整相点におけ
る整相信号の増幅率の空間的な変化量を低減し、高品質の画像を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の超音波撮像装置は、整相範囲に応じて送信間重みを調整し、開口合成処理を行
う受信ビームフォーマにおいて、送受信で得た受信整相点の整相信号に調整後の送信間重
みを適用し、送信間合成を行う。送信間重みは、送信間合成後の各受信整相点について、
隣接する受信整相点間の増幅率の変化態様を滑らかにし、増幅率差が低減するよう調整さ
れる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、開口合成において、各受信整相点における整相信号の増幅率の空間的
な変化量が低減され、高品質の画像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第一の実施形態の超音波撮像装置の機能ブロック図である。
【図２】（ａ）は、１Ｄ探触子における、送信ビームが集束波の場合の整相範囲例を、（
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ｂ）は、２Ｄ探触子における、同整相範囲例を、それぞれ説明するための説明図である。
【図３】探触子と整相範囲と受信走査線と受信整相点とを説明するための説明図である。
【図４】（ａ）は、１回の送信における受信整相点の増幅率を示す説明図、（ｂ）は、１
フレームを構成する全送信分を送信間合成した際の増幅率の分布を示す説明図、（ｃ）は
、所定の受信走査線上の増幅率の変化を示すグラフである。
【図５】（ａ）～（ｄ）は、開口合成において、増幅率差が発生する理由を説明するため
の説明図である。
【図６】第一の実施形態の整相範囲と送信間重みとを説明するための説明図である。
【図７】第一の実施形態の重み調整パラメータと送信間重みの変化形状とを説明するため
の説明図である。
【図８】第一の実施形態のルックアップテーブル例を説明するための説明図である。
【図９】第一の実施形態の増幅率修正重み決定部による重み決定処理を説明するための説
明図である。
【図１０】第一の実施形態の超音波撮像処理のフローチャートである。
【図１１】第一の実施形態の送信間重み調整処理のフローチャートである。
【図１２】（ａ）は、第一の実施形態の送信間重みを用いた際の１回の送信における受信
整相点の増幅率を示す説明図、（ｂ）は、同送信間重みを用いた際の１フレームを構成す
る全送信分を送信間合成した際の増幅率の分布を示す説明図、（ｃ）は、同送信間重みを
用いた際の所定の受信走査線上の増幅率の変化を示すグラフである。
【図１３】（ａ）～（ｃ）送信間重みを用いない場合の、連続した３回の送受信それぞれ
で得られる整相信号の説明図、（ｄ）は、（ａ）～（ｃ）を送信間合成した結果の整相信
号の説明図である。
【図１４】（ａ）～（ｃ）第一の実施形態の送信間重みを用いる場合の、連続した３回の
送受信それぞれで得られる整相信号の説明図、（ｄ）は、（ａ）～（ｃ）を送信間合成し
た結果の整相信号の説明図である。
【図１５】第二の実施形態の超音波撮像装置の機能ブロック図である。
【図１６】第二の実施形態の送信間重み調整処理のフローチャートである。
【図１７】第三の実施形態の超音波撮像装置の機能ブロック図である。
【図１８】（ａ）は、第三の実施形態のパラメータ受付画面例を説明するための説明図で
あり、（ｂ）は、第三の実施形態の変形例のパラメータ受付画面を説明するための説明図
である。
【図１９】第三の実施形態の超音波撮像処理のフローチャートである。
【図２０】（ａ）～（ｃ）は、整相範囲決定手法の変形例を説明するための説明図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　＜＜第一の実施形態＞＞
　本発明の第一の実施形態を、図面を用いて説明する。以下、本発明の実施形態を説明す
るための全図において、基本的に同一機能を有するものは同一符号を付し、その繰り返し
の説明は省略する。
【００１３】
　［超音波撮像装置］
　まず、本実施形態の超音波撮像装置を説明する。図１は、本実施形態の超音波撮像装置
の構成を示すブロック図である。本図に示すように、本実施形態の超音波撮像装置１００
は、探触子１１０と、送信ビームフォーマ１２０と、受信ビームフォーマ１３０と、送信
間重み調整部１４０と、画像処理部１５０と、表示部１６０と、Ｄ／Ａ変換器１１１と、
Ａ／Ｄ変換器１１２と、撮像パラメータテーブル（撮像パラメータＴ）１１３と、を備え
る。
【００１４】
　探触子１１０は、所定の方向に沿って複数の超音波素子を配列し、構成される。各超音
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波素子は、例えば、セラミックで生成されたセラミック素子である。探触子１１０は、検
査対象１０１の表面に接するよう配置される。
【００１５】
　送信ビームフォーマ１２０は、Ｄ／Ａ変換器１１１を介して複数の超音波素子の少なく
とも一部から超音波を送信させる。探触子１１０を構成する各超音波素子から送信される
超音波それぞれに対して、所定の深度で集束するよう遅延時間を与え、所定の深度で集束
する送信ビームを生成する。
【００１６】
　Ｄ／Ａ変換器１１１は、送信ビームフォーマ１２０から送信パルスの電気信号を音響信
号に変換する。また、Ａ／Ｄ変換器１１２は、探触子１１０において受信した、検査対象
１０１の内部を伝播する過程で反射した音響信号を再び電気信号に変換し受信信号を生成
する。
【００１７】
　受信ビームフォーマ１３０は、Ａ／Ｄ変換器１１２を介して、送信毎に、超音波素子の
出力する受信信号を受け取り、受け取った受信信号から整相信号を生成し、予め定めた整
相範囲の各点(受信整相点)において開口合成を行う。
【００１８】
　送信間重み調整部１４０は、開口合成の送信間合成時に用いる送信間重みを調整する。
送信間重みは、整相範囲に応じて調整される。なお、本明細書において、送信間重みとは
、送信間合成時に、整相範囲内の各受信整相点に適用することにより、各受信整相点の整
相信号の強度を操作する重み値（重み係数）の集合である。また、送信間合成とは、複数
回の送受信それぞれで得た整相範囲内の受信整相点の整相信号について、送受信毎に送信
間重みを適用後、同一の受信整相点毎に、重み適用後の整相信号を加算することをいう。
【００１９】
　画像処理部１５０は、開口合成後の整相信号を用いて超音波画像を生成する。そして、
表示部１６０は、生成された超音波画像を表示する。
【００２０】
　撮像パラメータテーブル１１３には、超音波の送受信を行い、超音波画像を生成するた
めに必要な各種のパラメータが格納される。格納されるパラメータは、例えば、探触子１
１０の種類、送信に使用する超音波素子の位置、送信音波を集束させる位置、送信ビーム
形状、受信走査線の位置、および整相信号のサンプリング周波数を含む送受信パラメータ
と、画像処理部１５０において行われる処理のパラメータ（画像処理パラメータ）と、で
ある。
【００２１】
　[受信ビームフォーマ]
　本実施形態の受信ビームフォーマ１３０は、上述のように開口合成処理を行うビームフ
ォーマである。受信ビームフォーマ１３０は、図１に示すように、受信整相点それぞれに
ついて、１回の送信で各超音波素子が得た受信信号をそれぞれ遅延させた後加算すること
により整相して整相信号を得る遅延加算部１３１と、各送受信で得た整相範囲の受信整相
点にそれぞれ送信間重みを適用し、遅延加算部１３１が得た受信整相点毎の整相信号を送
信毎に格納するメモリ１３２と、各送受信で得た受信整相点の整相信号をメモリ１３２か
ら読み出し、それぞれ調整後の送信間重みを適用し、送信間合成を行う送信間合成部１３
３と、を備える。
【００２２】
　本実施形態では、受信ビームフォーマ１３０は、まず、Ａ／Ｄ変換器１１２から受け取
った受信信号に対して遅延加算処理により整相信号を生成し、生成した各受信整相点の整
相信号に送信間重みを適用した重み付き整相信号を生成する。そして、複数回の送受信に
より生成された重み付き整相信号を重ね合わせ、予め定めた整相範囲の各受信整相点にお
いて開口合成を行う。整相範囲は、送受信ごとに送信音場に則して定義される、画像生成
に用いる受信整相点の含まれる範囲である。整相範囲は、探触子１１０の種類と、送信に
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使用する超音波素子の位置と、送信音波を集束させる位置と、送信ビーム形状とを含む送
受信パラメータにより定められる。
【００２３】
　1方向にのみ超音波素子が配置されている１Ｄ探触子１１０における、送信ビーム形状
が集束波の場合の整相範囲２００の例を図２（ａ）に示す。また、平面状に超音波素子が
配置されている２Ｄ探触子１１０における、送信ビーム形状が集束波の場合の整相範囲２
００の例を図２（ｂ）に示す。以下、本実施形態では、１Ｄ探触子１１０におけるこのよ
うな砂時計型の整相範囲２００を単純化したモデルで説明する。
【００２４】
　送信方向の定義は、たとえば、送信焦点と送信に使用する素子の両端とを結ぶ線分の２
等分線と一致する方向や、送信焦点と送信に使用する素子の中心とを結ぶ線分と一致する
方向とすることが挙げられる。送信方向は、整相範囲２００の定義と同様に１回の送信ご
とに異なる場合がある。例えば、全送信において、送信に使用する素子や送信焦点位置が
平行移動する走査方式の場合、整相範囲２００は同一形状である。一方、送信に使用する
素子は同一であるが送信焦点を回転させるような走査方式では、全送信で整相範囲２００
の形状は異なる。また、超音波の送信方向に垂直な方向を、単に、垂直方向と呼ぶ。以下
、本明細書では、送信方向が深度方向に合致する場合を例にあげて説明する。
【００２５】
　なお、整相範囲２００は、送信ビームが集束波の場合の、図２（ａ）および図２（ｂ）
に示す形状に限定されない。送信ビーム形状は、平面波や拡散波であってもよい。また、
送信ビームは、音波伝搬距離が円弧や直線などの単純な幾何曲線や曲面で表されない非球
面波であってもよい。
【００２６】
　　［遅延加算部］
　遅延加算部１３１は、送信ビームフォーマ１２０による１回の超音波の送信に対して、
超音波素子が受信する受信データから、複数の受信ビーム（受信走査線）を並列処理によ
り生成する。本実施形態では、図３に示すように、受信走査線２０１とは、受信整相点２
０２の集合であり、一般的には、所定方向に延びる直線上の複数の受信整相点２０２の集
合を指す。また、受信走査線２０１を生成するとは、受信走査線２０１上の各受信整相点
２０２の整相信号を生成することを言う。なお、本図において、２１０は、撮像範囲を示
す。
【００２７】
　遅延加算部１３１は、１つの受信整相点２０２について、各超音波素子で受信した受信
信号をそれぞれ遅延させて加算することにより、当該受信整相点２０２の整相信号を得る
。各受信信号に与える遅延（遅延時間）は、受信整相点２０２毎に設定される。遅延時間
は、当該受信信号を利用した送信間合成を行う以前のタイミングであれば、いかなるタイ
ミングに設定されてもよい。例えば、遅延時間は、送信ごとに新たに設定されてもよいし
、受信された信号に関して遅延処理を行うその時に演算され設定されてもよいし、撮像モ
ードなどの設定後にまとめて全送受信のセット分、予め設定されていてもよい。予め設定
されている場合は、撮像パラメータテーブル１１３などに保持される。
【００２８】
　なお、一般には、受信走査線２０１は、送信ビームの中心付近の１本、または、中心付
近の２～８本など、本実施形態程度の数、形成される。しかしながら、これらの本数に限
定されるものではない。例えば、３２本、６４本、１２８本等の受信ビームを並列に生成
してもよい。
【００２９】
　受信整相点２０２は、探触子１１０の種類と、探触子１１０内で送信に用いる超音波素
子の位置と、受信走査線２０１上のサンプリング周波数と、画像化する範囲（撮像範囲２
１０）と、に基づき定められる。
【００３０】
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　　［メモリ］
　遅延加算部１３１で求められた各受信整相点２０２の整相信号は、受信走査線２０１ご
とにメモリ１３２に蓄積される。すなわち、メモリ１３２内には、超音波の送受信ごとに
、並列処理により生成された本数の受信走査線２０１上の受信整相点２０２の整相信号群
が蓄積される。
【００３１】
　　［送信間合成部］
　送信間合成部１３３は、メモリ１３２に蓄えられた整相信号群のうち、受信整相点２０
２毎に、異なる送受信で得た整相信号群を合成する送信間合成を行う。本実施形態では、
このとき、各受信整相点２０２に、送信間重み調整部１４０が調整した送信間重みで特定
される重み係数を適用し、加算する。なお、加算後の整相信号を、送信間合成信号と呼ぶ
。
【００３２】
　［画像処理部・表示部］
　画像処理部１５０は、送信間合成信号に対して各種の処理を行い、１フレームの画像分
の各画素値を得る。ここで、送信間合成信号に対して行う処理は、例えば、検波、圧縮処
理、補間処理、諧調処理などである。表示部１６０は、画像処理部１５０で得た画像を表
示する。
【００３３】
　［送信間重み調整部］
　送信間重み調整部１４０は、前記送信間合成後の各受信整相点２０２について、送信間
合成により生じる隣接する受信整相点２０２間の増幅率差が、調整前の送信間重みを適用
する場合に比べて低減するよう送信間重みを調整する。
【００３４】
　この送信間重み調整部１４０の説明に先立ち、整相範囲２００の形状によって、送信間
合成により、段階的な増幅率差が発生することを説明する。
【００３５】
　前述のように、送信間合成部１３３は、同一受信整相点２０２における、異なる送受信
で得た整相信号のうち、整相範囲２００内の受信整相点２０２の整相信号を加算する。整
相範囲２００内の受信整相点２０２の整相信号の加算は、送信間重みを、図４（ａ）に示
すように、整相範囲２００内の受信整相点２０２の整相信号の重み係数を１、整相範囲２
００外の同整相信号の重み係数を０とすることにより実現する。
【００３６】
　整相範囲２００は、図５（ａ）～図５（ｃ）のように、送受信ごとに形状は変わらない
場合であっても、撮像範囲２１０内での位置は変化する。
【００３７】
　図５（ｄ）に示すように、開口合成では、フレームを構成する全送信回数分（例えば、
Ｍ回とする。Ｍは２以上の整数）の、整相範囲２００内の受信整相点２０２を送信間合成
する。すなわち、同一の受信整相点２０２の受信信号を加算する。
【００３８】
　このとき、整相範囲２００が、例えば、図５に示す整相範囲２００の形状のように、送
信方向の各位置で垂直方向の幅が異なる形状をしている場合、１回の送信で得られる整相
範囲２００内の垂直方向の受信整相点２０２の数が、送信方向の位置によって異なる。従
って、受信整相点２０２によって、加算回数が異なる。
【００３９】
　例えば、図５（ａ）～図５（ｄ）に示すように、送受信回数が３回の場合で説明する。
受信整相点ｃは、第１回目の送信、第２回目の送信、第３回目の送信それぞれの整相範囲
２００に含まれる。このため、加算回数は３となる。また、受信整相点ｂは、第１回の送
信と、第２回目の送信との整相範囲２００に含まれる。よって、加算回数は２となる。一
方、受信整相点ａは、第１回目の送信の整相範囲２００にしか含まれない。よって、加算
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回数は１となる。
【００４０】
　送信間合成信号は、加算回数が多いほど、整相信号の強度が増幅される。加算回数は、
整相信号の強度がどれだけ増幅されているかを示すため、増幅率に相当する。
【００４１】
　１回の送信における受信整相点２０２の増幅率を１と定義し、送信間加算によりＮ回加
算された場合の増幅率をＮと定義する（Ｎは１以上Ｍ以下の整数）。１フレームの画像中
で、Ｍ回の送信において、受信整相点２０２がＮ回の送受信の整相範囲２００に含まれた
場合、当該受信整相点２０２は、Ｎ回加算され、この場合の受信整相点２０２の増幅率は
Ｎとなる。例えば、上記図５（ｄ）の例では、受信整相点ａは増幅率１、ｂは、増幅率２
、ｃは増幅率３である。
【００４２】
　一般化すると、図４（ａ）に示す送信間重み（各受信整相点２０２の重み係数４１１）
を適用し、送信間合成を行った場合の、Ｍ回の送信で得られた送信間合成増幅率分布３１
０を図４（ｂ）に示す。この送信間合成増幅率分布３１０内では、各受信整相点２０２の
増幅率は、０からＭの範囲で異なる。
【００４３】
　このとき、受信走査線３１１上の各受信整相点２０２の増幅率３２０は、図４（ｃ）の
ように、整数値のみをとる離散的な変化を示す。また、深度方向（送信方向）に垂直な方
向である方位方向（垂直方向）においても、増幅率は離散的な変化を示す。
【００４４】
　すなわち、送信間合成により生成される送信間合成信号は、検査対象１０１が一様に均
質な媒体であっても、送信方向および垂直方向に対して離散的な変化が存在し得る信号に
なる。このように、隣り合う受信整相点２０２における信号強度の増幅率差が大きいと、
受信走査線の位置に基づいたスキャンコンバージョン処理、受信走査線間の画素を生成す
る補間処理、ノイズ除去のためのフィルタ処理等により、実際の検査対象１０１には存在
しない輝度変化が発生し、画質が劣化する可能性がある。
【００４５】
　本実施形態では、このような、送信間合成信号において、隣接する受信整相点２０２間
で増幅率が大きく変化しないようにする。すなわち、本実施形態の送信間重み調整部１４
０は、図４（ａ）に示す、整相範囲２００内が１、整相範囲２００外が０の送信間重みを
、隣接する受信整相点２０２間の増幅率の変化が滑らかになるよう調整する。重み係数の
調整は、重み係数の集合である送信間重みの変化態様（送信間重み形状）を調整すること
により行う。
【００４６】
　本実施形態では、送信間重み形状４００は、図６に示すように、例えば、整相範囲の垂
直方向に関し、中央の受信走査線２１１上の受信整相点２０２の重みの値が最大で、当該
中央から遠ざかるに従って、値が減少するよう調整される。
【００４７】
　このように送信間重み形状４００を調整するため、本実施形態の送信間重み調整部１４
０は、図１に示すように、送受信毎の整相範囲２００の形状を計算する整相範囲形状計算
部１４１と、また、整相範囲２００内での調整後の送信間重みの変化態様（送信間重み形
状）を特定する重み調整パラメータを決定する増幅率修正パラメータ決定部１４２と、整
相範囲２００と重み調整パラメータとに従って、調整後の送信間重み４００を決定する増
幅率修正重み決定部１４３と、撮像条件に対応づけて最適な重み調整パラメータを保持す
るルックアップテーブルＬＵＴ１４４と、を備える。
【００４８】
　　［整相範囲形状計算部］
　整相範囲形状計算部１４１は、整相範囲２００の形状を計算する。整相範囲２００は、
探触子１１０の種類と、送信に使用する超音波素子の位置と、送信音波を集束させる位置
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と、送信ビーム形状と、を含む送受信パラメータによって定義される。これらの情報は、
ユーザが予め撮像条件等として設定し、撮像パラメータテーブル１１３に保持される。整
相範囲形状計算部１４１は、撮像パラメータテーブル１１３から取得したこれらの情報を
用いて、整相範囲２００の形状を計算する。本実施形態では、送受信毎の、撮像範囲２１
０内の整相範囲２００の位置、範囲を特定する。
【００４９】
　　［増幅率修正パラメータ決定部］
　上述のように、本実施形態では、送信間重み形状４００は、垂直方向の中央が最大とな
り、整相範囲２００の両端部に向かって単調減少する形状を有するよう調整される。また
、図６に示すように、送信方向において同じ深度における整相範囲２００の垂直方向負側
の端４２１と正側の端４２２に関して、中央の受信走査線２１１から端４２１および端４
２２までの距離は、等距離でなくてもよい。
【００５０】
　送信間重み形状４００は、図７に示すように、形状変化を規定する関数と、傾斜強度と
、重みの最小値および最大値（重み値の幅）とによって定まる。関数は、予め、例えば、
撮像パラメータテーブル１１３等に保持される。本実施形態の増幅率修正パラメータ決定
部１４２が決定する重み調整パラメータは、予め定めた関数の傾斜強度と送信間重みの最
小値および最大値とである。ここで用いる関数は、例えば、ハニング関数やガウス関数な
どである。
【００５１】
　なお、本実施形態では、傾斜強度の大小は、図７に示すように、４０１が最も傾斜強度
の大きい（強い）送信間重み形状、４０３が、本図において最も傾斜強度が小さい（弱い
）送信間重み形状、４０２が両者の中間の傾斜強度の送信間重み形状、と定める。すなわ
ち、傾斜強度が大きいほど、送信間重み形状４００が急峻となる。なお、図７は、整相範
囲２００の、垂直方向の所定位置の各受信整相点２０２の重み値（重み係数）をプロット
したものである。
【００５２】
　そして、傾斜強度が強いほど、送信間重みにより、整相範囲２００内で、信号強度を操
作する度合いは小さい。すなわち、送信間重み形状４０１に従う重み係数では、整相範囲
内のほとんどの受信整相点２０２の信号強度は、そのまま保たれる。一方、図７において
最も傾斜強度の弱い送信間重み形状４０３では、中央の受信走査線２１１近傍の受信整相
点２０２以外は、０と１との間の重み係数が乗算され、信号強度は弱められる。
【００５３】
　傾斜が強い場合は、合成処理による処理利得向上効果は最も大きいものの、増幅率の変
化が離散的となり画質劣化につながる可能性がある。一方で、傾斜を弱めると、合成処理
による処理利得向上効果は低減するものの、増幅率の変化が滑らかで連続的になり、画質
劣化の抑制効果が得られる。
【００５４】
　このように、送信間重み形状４００毎に、送信間重みによる画質劣化を抑制する効果は
異なる。送信間重み形状４００は、処理利得も考慮し、画質が最も良くなる形状となるよ
うに決定されることが望ましい。
【００５５】
　上述のように、重み調整パラメータには、傾斜強度と重みの最小値および最大値とがあ
るが、以下、本実施形態では、重みの最小値は０、最大値は１、にそれぞれ固定する場合
を例にあげて説明する。すなわち、本実施形態の、調整後の重みは、０から１の間の値と
する。
【００５６】
　従って、本実施形態では、重み調整パラメータは、傾斜強度のみとする場合を例にあげ
て説明する。すなわち、本実施形態では、増幅率修正パラメータ決定部１４２は、重み調
整パラメータとして、傾斜強度を決定する。
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【００５７】
　　［ＬＵＴ］
　本実施形態の増幅率修正パラメータ決定部１４２は、傾斜強度を、ＬＵＴ１４４から取
得する。ＬＵＴ１４４の一例を図８に示す。ＬＵＴ１４４は、図８に示すように、撮像条
件７０１に対応づけて、当該撮像条件に最適な重み調整パラメータ７０２を保持する。対
応づける撮像条件７０１は、例えば、整相範囲２００を特定する際に用いる撮像パラメー
タ、および、画像処理時に用いる処理パラメータなどである。
【００５８】
　画質には、画像処理部１５０で行われる処理が影響を与える。従って、ＬＵＴ１４４の
撮像条件には、画像処理部１５０にて行われる処理のパラメータも含まれる。なお、画像
処理部１５０において行われる処理であって、隣り合う受信整相点２０２の増幅率差（比
率）に影響を受ける処理には、受信走査線の位置に基づいたスキャンコンバージョン処理
、受信走査線間の画素を生成する補間処理、ノイズ除去のためのフィルタ処理等がある。
増幅率の比率が大きい場合、実際の検査対象１０１には存在しない輝度変化が発生し、画
質が劣化する可能性がある。
【００５９】
　傾斜強度７０２は、例えば、数値で設定されてもよいし、予め定めた強さの度合い（例
えば、強、中、弱）が設定されていてもよい。数値の場合、例えば、図７に示すように、
垂直方向の中心から端部までの長さＷ０と、受信整相点２０２が位置する垂直方向負側の
端から強度が最大値（ここでは、１）である幅Ｗ１とを用い、Ｗ１/Ｗ０の値を用いても
よい。また、強、中、弱の場合、例えば、それぞれ、図７の４０１、４０２、４０３に対
応づけられていてもよい。
【００６０】
　なお、最適な重み調整パラメータ（傾斜強度）は、後段の画像処理部１５０にて行われ
る各処理において、送信間合成後の各受信整相点２０２において、隣り合う受信整相点２
０２の増幅率差（比率）が、許容範囲を超えないよう決定される。
【００６１】
　送信間合成後の、各受信整相点２０２の増幅率（増幅率分布）は、受信走査線２０１の
位置、サンプリング周波数、各送受信における整相範囲２００の形状、および、整相範囲
２００の撮像範囲２１０内での位置、重み調整パラメータにより算出される。この分布か
ら、各受信整相点２０２について、隣り合う受信整相点２０２間の増幅率差（比率）を計
算する。隣接受信整相点２０２間で許容される増幅率差の上限は、画像処理部１５０で行
う各処理の制約から予め定まっているものとする。
【００６２】
　これらの情報から、隣り合う受信整相点２０２間の増幅率差が、処理パラメータによる
上限を超えない重み調整パラメータを、撮像条件毎に算出し、処理パラメータおよび撮像
条件に対応づけて、重み調整パラメータをＬＵＴ１４４に登録する。画質劣化抑制効果を
高めるため、例えば、増幅率の比率ができる限り１に近づくよう、重み調整パラメータを
決定する。
【００６３】
　　［増幅率修正重み決定部］
　増幅率修正重み決定部１４３は、整相範囲形状計算部１４１が計算した整相範囲２００
の形状と増幅率修正パラメータ決定部１４２が決定した重み調整パラメータとに従って、
調整後の送信間重み、すなわち、各受信整相点２０２の整相信号に乗算する重み係数、を
決定する。
【００６４】
　ここでは、図９に示すように、増幅率修正重み決定部１４３は、各受信整相点２０２の
送信方向の位置（ｋ１）を特定する。そして、当該位置（ｋ１）の送信間重み形状４００
を得る。送信方向の所定の位置の送信間重み形状４００は、当該位置（ｋ１）における整
相範囲２００の幅と、重み調整パラメータ（傾斜強度）とにより定まる。当該位置（ｋ１
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）の整相範囲２００の幅は、整相範囲２００の形状から算出する。増幅率修正重み決定部
１４３は、決定した送信間重み形状４００に従って、当該位置（ｋ１）上の各受信整相点
２０２の重みの値（重み係数）４１０を算出する。
【００６５】
　このようにして、増幅率修正重み決定部１４３は、１回の送受信の整相範囲２００内の
全受信整相点２０２の重み係数４１０を算出する。そして、整相範囲２００外の受信整相
点への重み係数４１０は、０とする。この重み係数４１０の算出を、全送受信について行
う。算出された各送受信の、各受信整相点２０２の重み係数４１０は、送信間合成部１３
３に送られ、送信間合成時に用いられる。
【００６６】
　［超音波撮像処理の流れ］
　次に、本実施形態の超音波撮像装置１００の各部による、超音波画像取得時（超音波撮
像処理）の流れを説明する。図１０は、本実施形態の超音波撮像処理の処理フローである
。超音波撮像処理は、操作者が撮像条件を入力し、撮像開始の指示を行うことにより、開
始される。ここでは、１フレーム分の画像を取得する場合の流れを説明する。
【００６７】
　まず、設定された撮像条件に従って、送信間重み調整部１４０は、送信間重みを調整す
る（ステップＳ１１０１）。
【００６８】
　また、設定された撮像条件に従って、送信ビームフォーマ１２０が動作し、探触子１１
０における超音波の送受信が開始される（ステップＳ１１０２）。その後、送信毎に、受
信ビームフォーマ１３０の遅延加算部１３１は、受信信号から各受信整相点２０２の整相
信号を得、得られた整相信号を、送信および受信整相点２０２に対応づけて、メモリ１３
２に蓄積する（ステップＳ１１０３）。
【００６９】
　送受信が繰り返され、１フレーム分の受信信号が蓄積される（ステップＳ１１０４）と
、送信間合成部１３３は、各受信整相点２０２について、送信毎の整相信号にステップＳ
１１０１で調整した送信間重みを乗算しながら加算し、送信間合成を行う（ステップＳ１
１０５）。
【００７０】
　画像処理部１５０は、送信間合成で生成された送信間合成信号から画像を生成し（ステ
ップＳ１１０６）、表示部１６０に表示し（ステップＳ１１０７）、１フレームの超音波
画像の生成を終了する。
【００７１】
　なお、上記処理フローでは、送信間重みの生成を最初に行うものとして説明したが、こ
れに限定されない。ステップＳ１１０５より前であれば、どのタイミングで生成してもよ
い。具体的には、ＣＰＵやＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ
　Ａｒｒａｙ）などを用いて生成し、メモリに保持されてもよいし、メモリに保持される
ことなく送信間合成に適用されてもよい。また、送受信パラメータおよび重み調整パラメ
ータの組み合わせ分、予めメモリ１３２などに保持されていてもよい。
【００７２】
　また、上記処理フローでは、１フレーム分の整相信号が蓄積される毎に、送信間重みの
乗算を行う場合を例にあげて記載したが、１回の送受信で整相信号を得る毎に、ステップ
Ｓ１１０５の送信間合成を行うよう構成してもよい。この場合、整相信号を得る毎に、各
受信整相点２０２の整相信号に送信間重みを乗算し、既に取得している同一の受信整相点
２０２の値に加算していく。
【００７３】
　［送信間重み調整処理の流れ］
　次に、上記ステップＳ１１０１の、送信間重み調整部１４０による、送信間重み調整処
理の流れを説明する。図１１は、本実施形態の送信間重み調整処理の処理フローである。
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【００７４】
　送信間重み調整部１４０は、撮像パラメータテーブル１１３から送受信パラメータおよ
び処理パラメータを読み出す（ステップＳ１２０１）。そして、整相範囲形状計算部１４
１は、これらのパラメータを用い、１フレームの画像を構成する全送信分の各整相範囲２
００の形状を計算する（ステップＳ１２０２）。
【００７５】
　増幅率修正パラメータ決定部１４２は、読み出した撮像条件に対応づけて格納されてい
る重み調整パラメータをＬＵＴ１４４から取得する（ステップＳ１２０３）。
【００７６】
　増幅率修正重み決定部１４３は、ステップＳ１２０２で算出した整相範囲２００の形状
と、重み調整パラメータで特定される送信間重み形状４００とから、各送信の、各整相範
囲２００内の各受信整相点２０２の重み係数４１０を決定することにより、送信間重みを
調整し（ステップＳ１２０４）、処理を終了する。
【００７７】
　［シミュレーション結果］
　本実施形態の送信間重み４００を適用した場合の、送信間合成後の増幅率の変化を図１
２（ａ）～図１２（ｃ）を用いて説明する。整相範囲２００は、図４（ａ）と同様とする
。
【００７８】
　本実施形態では、図４（ａ）に示す、整相範囲２００内が１、整相範囲２００外が０の
送信間重みが、図１２（ａ）に示す、整相範囲２００の中心軸周辺で重み係数４１０が１
である領域が続いた後に、整相範囲２００の、方位方向両端に向かって滑らかに０へ変位
するよう調整される。
【００７９】
　図１２（ａ）に示す送信間重みを、各整相範囲２００内の受信整相点２０２に適用し、
送信間合成を行った送信間合成増幅率分布の、１フレーム分の分布を図１２（ｂ）に示す
。また、受信走査線３１１上の各受信整相点２０２の増幅率の変化を図１２（ｃ）に実線
３２１で示す。
【００８０】
　これらの図に示すように、図４（ｂ）および図４（ｃ）に示す結果と比べ、本実施形態
の送信間重みを適用して送信間合成を行った結果において、増幅率の分布は、滑らかな変
化を示す。
【００８１】
　本実施形態では、上述のように、深度方向（送信方向）の各位置における送信間重み形
状４００が、整相範囲２００の、当該位置の幅に応じて定められるため、図１２（ｃ）に
実線３２１で示すように、受信走査線３１１上の各受信整相点２０２の増幅率は、少数値
もとることになり、その変化は滑らかで連続的なものになる。なお、点線３２０は、図４
（ｃ）の増幅率である。
【００８２】
　また、垂直方向の送信間重み形状４００が、中央が最大で端に行くに従って低減する形
状を有しているため、垂直方向（方位方向）においても、本実施形態の送信間重みを用い
ることにより、増幅率の変化は滑らかで連続的になる。
【００８３】
　以上説明したように、本実施形態の超音波撮像装置は、所定の方向に沿って複数の超音
波素子を配列した探触子１１０と、前記複数の超音波素子の少なくとも一部から超音波を
送信させる送信ビームフォーマ１２０と、送信毎に、前記超音波素子の出力する受信信号
から整相信号を生成し、予め定めた整相範囲２００の各受信整相点２０２において開口合
成を行う受信ビームフォーマ１３０と、前記開口合成の送信間合成時に用いる送信間重み
を調整する送信間重み調整部１４０と、前記開口合成後の整相信号から超音波画像を生成
する画像処理部１５０と、を備え、前記送信ビームフォーマ１２０は、各前記超音波素子
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から送信される超音波それぞれに対して、所定の深度で集束するよう遅延時間を与え、前
記受信ビームフォーマ１３０は、前記受信整相点２０２それぞれについて、１回の送信で
各前記超音波素子が得た前記受信信号をそれぞれ遅延させた後加算することにより整相し
、前記整相信号を得る遅延加算部１３１と、各送受信で得た前記受信整相点２０２の整相
信号にそれぞれ調整後の前記送信間重みを適用し、送信間合成を行う送信間合成部１３３
と、を備え、前記送信間重み調整部１４０は、前記整相範囲２００に応じて前記送信間重
みを調整する。
【００８４】
　このとき、前記送信間重み調整部１４０は、前記送信間合成後の各受信整相点２０２に
ついて、隣接する受信整相点２０２間の増幅率差が低減するよう前記送信間重みを調整し
てもよい。
　また、前記送信間重み調整部１４０は、送受信毎の前記整相範囲２００の形状を計算す
る整相範囲形状計算部１４１と、前記整相範囲２００内での調整後の前記送信間重みの値
の変化態様（送信間重み形状４００）を特定する重み調整パラメータを決定する増幅率修
正パラメータ決定部１４２と、前記整相範囲２００と前記重み調整パラメータとに従って
、調整後の前記送信間重みを決定する増幅率修正重み決定部１４３と、を備えてもよい。
　そして、送信間重み調整部１４０は、撮像条件に対応づけて前記重み調整パラメータを
保持するルックアップテーブル１４４をさらに備え、前記増幅率修正パラメータ決定部１
４２は、前記ルックアップテーブル１４４から前記重み調整パラメータを取得してもよい
。
【００８５】
　このように、本実施形態によれば、各送受信で得た受信整相点２０２に、整相範囲２０
０に応じて調整した送信間重みを乗算し、送信間合成を行う。従って、送信間合成により
得た送信間合成信号において、隣り合う受信整相点２０２間の増幅率の変化（増幅率差）
が小さくなり、送信方向および垂直方向いずれの方向においても、増幅率の変化が滑らか
になる。
【００８６】
　つまり、本実施形態の調整後の送信間重みを用いることで、開口合成により生じる、隣
り合う受信整相点２０２における信号強度の増幅率差が大きいことにより生じる偽像や実
際とは異なる輝度分布などの画質劣化を抑制することができる。これにより、診断の精度
向上や検査時間の短縮が期待できる。
【００８７】
　さらに、本実施形態では、送信間重み形状４００として、垂直方向（方位方向）におい
て、整相範囲２００の中心軸（中央の受信走査線２１１）位置（中心）が最大で、整相範
囲２００の両端部に向かって小さくなる分布形状を用いる。従って、信号の信頼度の高い
、整相範囲中央の受信整相点２０２の整相信号の寄与度を高め、信号の信頼度の低い整相
範囲端部の整相信号の寄与を低めることができる。
【００８８】
　例えば、整相範囲２００が、送信方向の各位置で同じ幅の形状であっても、垂直方向の
端部の整相信号の信頼性は、中央部の同信号の信頼性に比べて低い。このような場合であ
っても、本実施形態の調整後の送信間重みを用いることにより、信頼度の高い信号の寄与
を高め、信頼度の低い信号の寄与を低減でき、より高品質な画像を得ることができる。
【００８９】
　さらに、信頼度の低い両端部の整相信号の寄与を抑えることにより、撮像中に撮像対象
に動きが存在した際に１フレームの画像内に生じるアーチファクトを抑制する効果が得ら
れる。
【００９０】
　この効果を、図１３（ａ）～図１４（ｄ）を用いて説明する。例えば、深度方向におい
て深部から浅部へ移動している１点の反射体を撮像した場合を考える。
【００９１】
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　図１３（ａ）～図１３（ｃ）は、連続した３回の送信において、各回の送信により得ら
れる整相信号を可視化したものである。それぞれの送信で得られる点像５１１の形状は、
探触子１１０の種類と、送信に使用する素子の位置と、送信焦点の位置、に主に依存する
。
【００９２】
　従来の手法、すなわち、調整前の送信間重みを適用し、各送信の整相信号を送信間合成
した結果５１２を、図１３（ｄ）に示す。本図に示すように、この場合は２種類のアーチ
ファクトが出現する。第一のアーチファクトは、点像５１１が深部から浅部へ移動してい
ることによる点像の深度方向への伸びに起因するものである。また、第二のアーチファク
トは、各送信における点像５１１の形状を重ね合わせた結果、点像５１１が実際に存在し
ない場所で信号が強め合うことに起因する方位方向のアーチファクトである。
【００９３】
　本実施形態では、方位方向において、整相範囲２００の中心軸から端へいくにつれ、重
み値が滑らかに低下するよう調整した送信間重み形状４００に従う送信間重みを用いて、
１回の送信で得られた整相信号の信号強度を低下させる。図１４（ａ）～図１４（ｃ）に
、図１３（ａ）～図１３（ｃ）に示す信号群に、本実施形態の調整後の送信間重みを適用
したものを示す。これらの図において、５２１は、点像である。
【００９４】
　これらの図に示すように、本実施形態の調整後の送信間重みを適用することにより、１
回の送信により得られる整相信号は、場所により信号強度が調整される。これらを送信間
合成した結果を、図１４（ｄ）に示す。本図に示すように、本実施形態の調整後の送信間
重みを適用し送信間合成したものは、図１３（ｄ）に示す従来手法のものに比べ、点像５
２２の深部方向および方位方向のアーチファクトが抑制される。
【００９５】
　＜＜第二の実施形態＞＞
　次に、本発明の第二の実施形態を説明する。第一の実施形態では、送信間重みを調整す
る際、重み調整パラメータ（傾斜強度）を、予め用意されたＬＵＴから取得する。一方、
本実施形態では、ＬＵＴを用意せず、適切な重み調整パラメータを探索により決定する。
【００９６】
　本実施形態の超音波撮像装置１００ａの機能構成図を図１５に示す。本図に示すように
、本実施形態の超音波撮像装置１００ａは、基本的に第一の実施形態と同様の構成を備え
る。ただし、重み調整パラメータの決定手法が異なるため、送信間重み調整部１４０は、
ＬＵＴ１４４を備えない。その代り、送信間重み調整部１４０は、増幅率修正重み決定部
１４３が決定した送信間重みの適否を検証する検証部１４５を備える。また、増幅率修正
パラメータ決定部１４２の処理が異なる。
【００９７】
　以下、本実施形態について、第一の実施形態と異なる構成に主眼をおいて説明する。
【００９８】
　［増幅率修正パラメータ決定部］
　本実施形態の増幅率修正パラメータ決定部１４２は、第一の実施形態同様、整相範囲２
００の形状に応じて、調整後の送信間重み形状４００を特定する重み調整パラメータを決
定する。本実施形態では、ＬＵＴ１４４を備えないため、決定する重み調整パラメータで
ある傾斜強度として、予め定めた初期値Ｗｉｎｃ０を設定する。そして、検証部１４５が
不適切と決定した場合、増幅率修正パラメータ決定部１４２は、予め定めた変化量ΔＷｉ
ｎｃだけ重み調整パラメータの値を変化させ、最適な重み調整パラメータを決定する。
【００９９】
　例えば、増幅率修正パラメータ決定部１４２は、考えられる最も大きい傾斜強度を初期
値Ｗｉｎｃ０とし、変化量ΔＷｉｎｃとして予め定めた固定値を用い、最適値まで徐々に
傾斜を弱めていく。なお、初期値Ｗｉｎｃ０および変化量Ｗｉｎｃは、例えば、撮像パラ
メータテーブル１１３等に予め保持される。
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【０１００】
　［検証部］
　本実施形態の検証部１４５は、調整された送信間重みの適否を検証する。本実施形態で
は、送信間重みを送信間合成した結果により適否を判別する。
【０１０１】
　具体的には、送信毎に、増幅率修正パラメータ決定部１４２が決定した重み調整パラメ
ータに従って、増幅率修正重み決定部１４３が決定した、送信毎の各受信整相点２０２の
重み係数４１０を得る。そして、重み係数４１０のみを送信間合成する。すなわち、同一
の受信整相点２０２について、当該受信整相点２０２の、各送受信の重み係数４１０を加
算する。
【０１０２】
　そして、検証部１４５は、送受信毎の調整後の送信間重みを送信間合成した結果におい
て、隣接する受信整相点２０２間の重み値の比率の最大値が、予め定めた閾値より大きい
場合、不適切と決定する。なお、閾値は、予め定め、例えば、撮像パラメータテーブル１
１３等に格納しておく。
【０１０３】
　［送信間重み調整処理の流れ］
　以下、本実施形態の送信間重み調整部１４０による送信間重み調整処理の流れを、図１
６を用いて説明する。
【０１０４】
　整相範囲形状計算部１４１は、撮像パラメータテーブル１１３から送受信パラメータお
よび画像処理パラメータを読み出す（ステップＳ２１０１）。そして、整相範囲形状計算
部１４１は、これらのパラメータを用い、１フレームの画像を構成する全送信分の各整相
範囲２００の形状を計算する（ステップＳ２１０２）。
【０１０５】
　増幅率修正パラメータ決定部１４２は、撮像パラメータテーブル１１３から、重み調整
パラメータの初期値を読み出し、重み調整パラメータと決定する（ステップＳ２１０３）
。
【０１０６】
　増幅率修正重み決定部１４３は、ステップＳ２１０２で算出した整相範囲２００の形状
と、重み調整パラメータで特定される送信間重み形状４００とから、各送信の、各整相範
囲２００内の各受信整相点２０２の重み係数４１０を決定する（ステップＳ２１０４）。
【０１０７】
　検証部１４５は、各送信の、送信間重み（各受信整相点２０２の重み係数４１０の集合
）を送信間合成し（ステップＳ２１０５）、増幅率分布を生成する。ここでは、上述のよ
うに、同一の受信整相点２０２について、重み係数４１０を加算し、増幅率分布を生成す
る。
【０１０８】
　検証部１４５は、増幅率分布において、隣り合う受信整相点２０２の増幅率の比率を比
較し、最も高い値を抽出する（ステップＳ２１０６）。そして、抽出した値を、予め定め
た増幅率の比率の閾値と比較する（ステップＳ２１０７）。
【０１０９】
　抽出した増幅率の比率の最大値が、閾値を超えている場合、増幅率修正パラメータ決定
部１４２に生成した重み調整パラメータが不適切であることを通知する。増幅率修正パラ
メータ決定部１４２は、それを受け、上記手法で重み調整パラメータ（傾斜強度）を変更
し（ステップＳ２１０８）、ステップＳ２１０４へ移行し、処理を繰り返す。
【０１１０】
　一方、最大値が閾値以下の場合、検証部１４５は、調整された送信間重みが適切である
ことを増幅率修正重み決定部１４３に通知し、送信間重み調整部１４０は、その時点で調
整されている送信間重みを、調整後の送信間重みと決定し（ステップＳ２１０９）、処理
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を終了する。
【０１１１】
　なお、本実施形態の送信間合成部１３３は、第一の実施形態同様、送信間重み調整部１
４０が調整した送信間重み（各受信整相点２０２の重み係数４１０の集合）を用い、開口
合成の送信間合成を行う。そして、画像処理部１５０は、開口合成の結果から画像を生成
し、表示部１６０に表示する。
【０１１２】
　以上説明したように、本実施形態の超音波撮像装置１００ａは、第一の実施形態同様、
探触子１１０と、送信ビームフォーマ１２０と、受信ビームフォーマ１３０と、送信間重
み調整部１４０と、画像処理部１５０と、を備える。そして、前記送信間重み調整部１４
０は、前記送信間合成後の各受信整相点２０２について、隣接する受信整相点２０２間の
増幅率差が低減するよう前記送信間重みを調整してもよい。また、前記送信間重み調整部
１４０は、整相範囲形状計算部１４１と、増幅率修正パラメータ決定部１４２と、増幅率
修正重み決定部１４３と、を備えてもよい。
【０１１３】
　前記送信間重み調整部１４０は、前記増幅率修正重み決定部１４３が決定した送信間重
みの適否を検証する検証部１４５をさらに備え、前記検証部１４５が不適切と決定した場
合、前記増幅率修正パラメータ決定部１４２は、予め定めた変化量だけ前記重み調整パラ
メータの値を変化させてもよい。
【０１１４】
　このように、本実施形態によれば、第一の実施形態同様、送信間合成後の画像の各受信
整相点２０２において、滑らかな増幅率の変化を得ることができる。このような送信間重
みを適用した整相信号群から画像を生成するため、アーチファクトの少ない画像を得るこ
とができる。
【０１１５】
　また、本実施形態によれば、ＬＵＴを持たないため、その分のメモリ領域が不要となる
。従って、より簡易な構成で、高品質の画像を得ることができる。
【０１１６】
　なお、上記実施形態では、傾斜強度を、最大値である初期値Ｗｉｎｃ０から、徐々に低
下させ、最適な傾斜強度を決定する。しかしながら、最適な傾斜強度の探索手法は、この
手法に限定されない。
【０１１７】
　例えば、最大値、最小値または中間値から始め、二分割法により最適な値を探索しても
よい。
【０１１８】
　さらに、本実施形態においても、第一の実施形態同様、撮像条件に対応づけて最適な重
み調整パラメータを保持するＬＵＴ１４４を備えてもよい。例えば、撮像時に設定された
撮像条件に対応するデータがＬＵＴ１４４に保持されていない場合、最も近い撮像条件に
対応づけて保持されている重み調整パラメータをＬＵＴ１４４から抽出し、その後、探索
により最適化する。
【０１１９】
　＜＜第三の実施形態＞＞
　本発明の第三の実施形態を説明する。本実施形態では、調整後の送信間重みを用いて開
口合成した結果から得た画像を表示し、ユーザから、重み調整パラメータの調整を受け付
ける。
【０１２０】
　当初の送信間重みは、上記第一の実施形態の手法、または、第二の実施形態の手法、い
ずれの手法で算出してもよい。あるいは、予め定めておいてもよい。ここでは、第一の実
施形態の手法で算出する場合を例にあげて説明する。
【０１２１】
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　本実施形態の超音波撮像装置１００ｂは、基本的に第一の実施形態の超音波撮像装置１
００と同様の構成を有する。ただし、上述のように、ユーザ（操作者）からの調整を受け
付けるため、この処理を実現する構成をさらに備える。以下、本実施形態について、第一
の実施形態と異なる構成に主眼をおいて説明する。
【０１２２】
　ユーザからのさらなる調整を受け付けるため、本実施形態では、図１７に示すように、
第一の実施形態の超音波撮像装置１００の構成に加え、ユーザによる重み調整パラメータ
の調整を受け付ける受付部１４６を備える。また、増幅率修正パラメータ決定部１４２の
処理が第一の実施形態と異なる。
【０１２３】
　本実施形態の増幅率修正パラメータ決定部１４２は、第一回目は、第一の実施形態同様
、撮像条件に対応づけてＬＵＴ１４４に蓄積される傾斜強度を読み出し、それを、重み調
整パラメータと決定する。その後、受付部１４６を介して、ユーザから調整を受け付ける
と、受け付けた調整に従って重み調整パラメータを調整し、調整後の重み調整パラメータ
を、出力する重み調整パラメータとして決定する。
【０１２４】
　受付部１４６は、ユーザからの、傾斜強度の調整を受け付ける。受付部１４６が表示部
１６０に表示し、ユーザから傾斜強度の調整を受け付ける際に用いるＧＵＩ画面例（パラ
メータ受付画面）を図１８（ａ）に示す。
【０１２５】
　本図に示すように、パラメータ受付画面６００は、画像表示領域６１０と、パラメータ
受付領域６２０と、ＯＫボタン６３０と、を備える。画像表示領域６１０には、増幅率修
正パラメータ決定部１４２が決定した重み調整パラメータに基づいて受信ビームフォーマ
１３０および画像処理部１５０が作成した超音波画像が表示される。パラメータ受付領域
６２０は、ユーザによる重み調整パラメータの調整を受け付ける領域である。また、ＯＫ
ボタン６３０は、ユーザから現時点で調整された送信間重みを了承する意思を受け付ける
ボタンである。
【０１２６】
　本実施形態では、重み調整パラメータのうち、傾斜強度の調整を受け付ける場合を例に
あげて説明する。例えば、図１８（ａ）に例示するように、ノブ６２２を備えた、メモリ
付きのスライダ６２１などを表示する。ユーザは、ノブ６２２をスライダ６２１に沿って
移動させることにより、傾斜強度の調整を指示する。初期状態では、ノブ６２２は、画像
表示領域６１０に表示される超音波画像を生成した際の傾斜強度を示す位置に表示される
。
【０１２７】
　傾斜強度の変更可能な範囲は、撮影条件に応じて予め設定され、ＬＵＴ１４４に保持さ
れる。傾斜強度の変更可能な範囲は、送受信毎、各送受信の整相範囲の送信方向の位置毎
に異なってもよい。
【０１２８】
　なお、ＯＫボタン６３０は備えなくてもよい。所定期間、ユーザから調整の指示を受け
付けない場合、現状のパラメータで了承されたものと判断するよう構成してもよい。また
、ユーザから傾斜強度の調整を受け付ける際に用いるインターフェースは、ＧＵＩ表示切
り替えスイッチの押下により画面内に表示してもよいし、画面内ではなく、操作盤のボタ
ンやダイヤルでもよい。
【０１２９】
　［超音波撮像処理の流れ］
　本実施形態の超音波撮像処理の流れを、図１９を用いて説明する。以下の処理は、ユー
ザが各種の撮像条件、パラメータ等を設定後、開始の指示を行うことにより開始される。
【０１３０】
　ユーザが設定した撮像条件に従って、送信ビームフォーマ１２０が動作し、探触子１１
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０から超音波が送信され、送受信が開始される（ステップＳ３１０１）。
【０１３１】
　受信ビームフォーマ１３０の遅延加算部１３１は、各送信において、各受信整相点２０
２の整相信号を得、メモリ１３２に蓄積することを繰返し、１フレーム分の整相信号を得
る（ステップＳ３１０２）。
【０１３２】
　送信間重み調整部１４０は、撮像パラメータテーブル１１３から送受信パラメータおよ
び処理パラメータを読み出す（ステップＳ３１０３）。そして、整相範囲形状計算部１４
１は、撮像条件、パラメータ等から、整相範囲２００の形状を算出（ステップＳ３１０４
）する。また、増幅率修正パラメータ決定部１４２は、ＬＵＴ１４４から傾斜強度を抽出
する（ステップＳ３１０５）。
【０１３３】
　増幅率修正重み決定部１４２は、送信間の形状４００を調整し、それに従って、各送受
信の、各受信整相点２０２の重み係数４１０を決定する（ステップＳ３１０６）。
【０１３４】
　送信間合成部１３３は、調整後の送信間重み形状４００に従って決定した重み係数４１
０を、各送受信の各受信整相点２０２に乗算し、送信間合成を行う（ステップＳ３１０７
）。
【０１３５】
　画像処理部１５０は、送信間合成後の整相信号群から画像を生成し（ステップＳ３１０
８）、表示部１６０に表示する（ステップＳ３１０９）。本実施形態では、パラメータ受
付画面６００上に表示する。
【０１３６】
　受付部１４６は、ユーザからパラメータ受付領域６２０を介して傾斜強度の調整を受け
付けると（ステップＳ３１１０）、増幅率修正パラメータ決定部１４２は、受け付けた調
整に応じて傾斜強度を調整し、増幅率修正重み決定部１４３に通知する。そして、増幅率
修正重み決定部１４２は、ステップＳ３１０６に移行し、受付部１４６から受け取った傾
斜強度を用い、重み係数を決定し直す。
【０１３７】
　一方ステップＳ３１１０で、傾斜強度の変更を受け付けず、ユーザからＯＫボタン６３
０の押下を受け付けた場合、受付部１４６は、処理を終了する。
【０１３８】
　以上説明したように、本実施形態の超音波撮像装置１００ｂは、第一の実施形態同様、
探触子１１０と、送信ビームフォーマ１２０と、受信ビームフォーマ１３０と、送信間重
み調整部１４０と、画像処理部１５０と、を備える。そして、前記送信間重み調整部１４
０は、前記送信間合成後の各受信整相点２０２について、隣接する受信整相点２０２間の
増幅率差が低減するよう前記送信間重みを調整してもよい。また、前記送信間重み調整部
１４０は、整相範囲形状計算部１４１と、増幅率修正パラメータ決定部１４２と、増幅率
修正重み決定部１４３と、を備えてもよい。
【０１３９】
　また、超音波撮像装置１００ｂは、ユーザによる重み調整パラメータの入力を受け付け
る受付部１４６をさらに備え、前記増幅率修正パラメータ決定部１４２は、前記受け付け
た調整に従って、前記重み調整パラメータを調整してもよい。
【０１４０】
　このように、本実施形態によれば、上記各実施形態同様、送信間合成後の画像の各受信
整相点において、滑らかな増幅率の変化を得ることができる。このような整相信号群から
画像を生成するため、アーチファクトの少ない画像を得ることができる。
【０１４１】
　さらに、本実施形態によれば、ユーザが好みの重み調整パラメータに調整できる。従っ
て、所望の画質の画像を得ることができる。
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【０１４２】
　なお、上記実施形態では、ＬＵＴ１４４を備え、初期の重み調整パラメータは、ＬＵＴ
１４４から取得する場合を例にあげて説明したが、これに限定されない。例えば、予め定
めた値を用いるよう構成してもよいし、第二の実施形態のように、重み調整パラメータの
初期値および変化量を保持し、最適な重み調整パラメータを探索するよう構成してもよい
。この場合、探索により決定した画像をユーザに提示し、重み調整パラメータの調整を受
け付ける。
【０１４３】
　＜重み調整パラメータの変形例＞
　また、上記各実施形態では、各受信整相点２０２に乗算する重み係数４１０は、０から
１の間の値とする場合を例にあげて説明した。しかしながら、重み係数４１０の値の範囲
は、これに限定されない。１から２、０．５から１、０から－１などの範囲の値としても
よい。また、送信間合成増幅率の最大値が１となるような値としてもよい。
【０１４４】
　さらに、整相範囲２００の垂直方向の幅に反比例して重み係数４１０の最大値を決定し
てもよい。例えば、ある幅の位置の重み係数４１０の最大値を１とした場合、幅がその２
倍の位置の重み係数４１０の最大値を０．５とする、あるいは、重み係数４１０を１フレ
ームを構成する全送信分を送信間合成した際の増幅率の分布が均一となるような数値とし
てもよい。
【０１４５】
　また、第二の実施形態において、重み係数４１０も探索の対象としてよい。この場合、
初期値、変化量、および閾値を予め保持しておき、上記同様の手法で探索し、最適値を決
定する。
【０１４６】
　また、第三の実施形態では、パラメータ受付画面６００を介して、重み係数４１０も指
定可能なように構成してもよい。
【０１４７】
　この場合のパラメータ受付画面６０１の例を図１８（ｂ）に示す。パラメータ受付画面
６０１のパラメータ受付領域６４０は、さらに重み係数４１０の増幅率の設定も受け付け
る。具体的には、図１８（ｂ）に示すような２次元のスライダ６４１を表示させ、ノブ６
４２の移動により、傾斜強度と重み係数４１０の増幅率との指定を受け付ける。
【０１４８】
　パラメータ受付領域６４０には、ユーザが重み係数の増幅率と傾斜強度とを指定すると
、重み分布形状の断面が表示されるよう構成してもよい。表示する各値の範囲は、予め設
定される。
【０１４９】
　＜整相範囲の変形例＞
　上記各実施形態では、整相範囲２００を、探触子１１０の種類と、送信に使用する素子
の位置と、送信音波を集束させる位置と、送信ビーム形状を含む送受信パラメータと、に
よって定義する。しかしながら、整相範囲２００の定義は、これに限定されない。例えば
、さらに画像化方式も考慮してもよい。
【０１５０】
　例えば、図２０（ａ）のように、送信周波数の整数倍の周波数成分を持つ高調波を画像
化に用いる画像化方式では、図２０（ｂ）に示す送信周波数を用いた場合に比べ、図２０
（ｃ）に示すように、特に送信焦点より深部において送信音場が縮小することが知られて
いる。
【０１５１】
　また、整相範囲は、送信音場に則さずに定義してもよい。
【０１５２】
　なお、上記各実施形態において、超音波撮像装置１００、１００ａ、１００ｂは、ＣＰ
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Ｕとメモリと記憶装置とを備える。そして、超音波撮像装置１００、１００ａ、１００ｂ
が実現する各機能は、記憶装置に格納されたプログラムを、ＣＰＵがメモリにロードして
実行することにより実現される。また、全部または一部の機能は、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉ
ｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＦＰＧＡ
などのハードウェアによって実現してもよい。
【０１５３】
　また、各機能の処理に用いる各種のデータ、処理中に生成される各種のデータは、記憶
装置に格納される。例えば、撮像パラメータテーブル１１３およびＬＵＴ１４４は、記憶
装置に構築される。
【符号の説明】
【０１５４】
　１００：超音波撮像装置、１００ａ：超音波撮像装置、１００ｂ：超音波撮像装置、１
０１：検査対象、１１０：探触子、１１１：Ｄ/Ａ変換器、１１２：Ａ/Ｄ変換器、１１３
：撮像パラメータテーブル、１２０：送信ビームフォーマ、１３０：受信ビームフォーマ
、１３１：遅延加算部、１３２：メモリ、１３３：送信間合成部、１４０：送信間重み調
整部、１４１：整相範囲形状計算部、１４２：増幅率修正パラメータ決定部、１４３：増
幅率修正重み決定部、１４４：ＬＵＴ、１４５：検証部、１４６：受付部、１５０：画像
処理部、１６０：表示部、２００：整相範囲、２０１：受信走査線、２０２：受信整相点
、２１０：撮像範囲、２１１：中央の受信走査線、３１０：送信間合成増幅率分布、３１
１：受信走査線、３２０：増幅率、３２１：増幅率、４００：送信間重み形状、４０１：
送信間重み形状、４０２：送信間重み形状、４０３：送信間重み形状、４１０：重み係数
、４１１：重み係数、４２１：負側の端、４２２：正側の端、５１１：点像、５１２：結
果、５２１：点像、５２２：点像、６００：パラメータ受付画面、６０１：パラメータ受
付画面、６１０：画像表示領域、６２０：パラメータ受付領域、６２１：スライダ、６２
２：ノブ、６３０：ＯＫボタン、６４０：パラメータ受付領域、６４１：スライダ、６４
２：ノブ、７０１：撮像条件、７０２：重み調整パラメータ
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